
会長　梅村　良輔さん
先週3月3日貍に開催されまし

た、2011-2012年度RI第3470地区
地区大会へ当クラブ会員10名で
参加してまいりました。蔡宗欣
（Tsai Chung Chin）ガバナー主催
で、前夜のRI会長代理歓迎晩餐会に始まり、
大学の体育館にての地区大会。5時間余りの
参加で、言葉は全く分かりませんでしたが、
式典の流れは十分理解できました。格調高い
大会の中にも、アットホームな場面もあり、
とても素晴らしい大会でした。勿論我が佐世
保ロータリークラブや安部パストガバナーの
紹介も数度頂きました。また、毎回のことな
がら、台南ロータリークラブの皆様には良く
して頂きまして、姉妹クラブとしての歴史の
重さと友情をとても感じた有意義な訪問だっ
たと参加メンバー一同、爽やかな印象で帰っ
てまいりました。
因みに参加メンバーは、安部、福田、石井、
加納、木村、長島、中島、玉野、山下、梅村
の10名（ABC順・敬称略）の各会員の皆様で
した。

本日3月の理事会を開きましたので、ご報
告致します。
①長寿祈願祭並びに祝賀会決算について承認
②第2740地区・地区大会選挙人3名選出につ
いて
会長、副会長、幹事で登録

③盛岡西北ロータリークラブより、ソーラー
街灯設置の協力依頼の件
協力見合わせで決定

④第33回RYLA開催のご案内
と　き／2012年5月19日貍・20日豸
ところ／武雄温泉ハイツにて
当クラブより3名以上、RACより3名以上
の参加依頼

⑤ハイスクール茶会 in ハウステンボス協賛の
お願い
次回理事会まで継続審議

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
徳勝・わたらい法律事務所
代表（弁護士） 徳勝　　仁様
○ゲスト
佐世保市企画部 国際政策課
国際交流員　黄

コウ

宝
ホウ

珍
チン

様

副幹事　芹野　隆英さん

１．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
新世代統括委員長 増G幸一郎さん
RYLA委員長 中島　洋三さん
RYLA実行委員長 宮崎　幸久さん
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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第33回RYLA開催のご案内（ロータリー青

少年育成指導者養成プログラム）

日時／平成24年5月19日貍・20日豸
会場／武雄温泉ハイツにて
ホストクラブ／武雄ロータリークラブ
参加対象者／クラブ青少年・ローターア

クター・インターアクター
3名以上
ロータリアン3名以上

クラブ負担金／一人 800円×会員数
登録料／ロータリアン　一人 6,000円

青少年　一人 4,000円
締め切り／3月30日

２．地区幹事 中野　哲生さん
地区会員増強委員長 佐藤　　豊さん
会員増強について（依頼）別紙添付資料が
届いております。

３．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ

3月2日、5日です。

４．2012-2013年度
第2740地区第5グループガバナー補佐

鴨川　　潔さん
ガバナー補佐ご挨拶

５．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
第5ガバナー補佐 山本　浩平さん
福岡ロータリークラブ

会長　本田　正寛さん
創立60周年記念誌のお礼状が届きました。

プログラム委員会　委員長　才木　邦夫さん
昨年11月9日に卓話をしていただいた佐世

保市企画部 国際政策課 国際交流員 黄宝珍さ
んが本国に帰国され、お土産を持って来られ
ました。ごあいさつをしていただきます。

黄宝珍
コウホウチン

さん
昨年の11月の卓話ではお世話になり、あり
がとうございました。中国に一時帰国してき
ましたので、お土産を持参しました。皆さん
でお召し上がりください。

■国際青少年計画・世界社会奉仕委員会
委員長　木村　公康さん

3月2日貊早朝より、梅村会長
以下9名で台湾へ向かいました。
今年度、台南ロータリークラブ
の蔡ガバナーによる国際ロータ
リー3740地区の地区大会に出席
いたしました。台北より新幹線に乗り台南に
到着、夜はRI会長代理晩餐会に出席し、皆
様に歓迎していただきました。2次会は会長
エレクト主催でワインパーティをしていただ
きました。
土曜日は、台南市内に最近出来ました歴史
博物館を見学し、台南RCのパストガバナー
コンピューターさんの娘婿の福島さんに通訳
をしていただき、台湾の歴史を勉強させてい
ただきました。
地区大会は午後2時開始でしたが、早々と

会場に到着しました。会場は台南長栄大学の
体育館であり、昼食は中庭で麺類とおこわを
いただきました。
12時30分より会場への入場が始まりました
が、パストガバナーから各クラブの会長全員
が順々に舞台に登壇し、終わるのに約1時間
かかりました。2時から始まった大会も各来
賓の挨拶が長いこと、長いこと、皆さん15～
20分位話されていました。
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懇親会も大学の中庭で80メートル位の長い
テントの中で行われました。料理は台南でも
一番美味しい料理店の料理という事で、大変
美味しくいただきました。
日曜日は朝からすぐ新幹線に乗り佐世保に
向かいました。
台南RCの方々には3日間、大変お世話にな
りました。再来年の1月には台南RCの60周年
だそうです。石井会長エレクトも楽しみにな
さっていた様です。多くの会員の訪台を楽し
みにしているとの事ですので、よろしくお願
いします。

■財団奨学・米山委員会
委員長　溝口　尚則さん

福田金治会員、橘闍克和会員
よりロータリー財団へご寄付い
ただきました。

親睦活動委員会　中川　知之さん

F木　友輔さん
佐世保ロータリークラブ60周年記念誌送付の
お礼
昨年の3月末に転勤に伴い退会いたしまし

た西部ガスの闍木友輔です。この度は貴ロー
タリークラブの60周年記念誌を送付いただき
有り難うございました。小生の当時のメッセ
ージもそのまま掲載していただき、感激する
とともに、感謝の念で一杯です。2009年の8
月26日に入会させていただき、主にローター
アクト関係の活動を楽しくさせていただいた
事が、昨日のことのように思い出されます。
今後も佐世保ロータリークラブの会員であっ
たことを誇りにして人生を送っていこうと考
えております。
現在の心境を一句「佐世保赴任　思い出残
るは　ロータリーだけ　また行きたいな　玉
屋の8階」
ご送付有り難うございました。

梅村　良輔会長　米倉洋一郎副会長
芹野　隆英副幹事、飯田　満治さん
才木　邦夫さん、坂本　　敏さん
平尾　幸一さん、山縣　義道さん
藤井　　隆さん、井手　孝邦さん
石井　正剛さん、井手　常博さん
増本　一也さん、富永　雅弘さん
幸良　秋夫さん、橘F 克和さん
大久保利博さん、鬼木　和夫さん
古賀　　巖さん、加納洋二郎さん
中川　知之さん、長島　　正さん
納所　佳民さん、下田　弥吉さん
松尾　慶一さん、中村　徳裕さん
有薗　良太さん
徳勝さんの卓話に期待してニコニコします。

『激動する司法の世界について』

徳勝・わたらい法律事務所

代表（弁護士）徳勝　　仁様

１．最近の激動・激変する司法界（法曹界）

について

蘆新聞の社会面の大半は、刑事事件あるい
は裁判の記事
蘆テレビタレントや弁護士出身の政治家に
関する連日の報道
蘆弁護士のタレント化、事件や裁判のワイ
ドショー化？
蘆テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などにあふ
れる法律事務所のＣＭ
※司法界の大きな変化は、やがては日常生

活や経済活動に影響を与える可能性！

ニコニコボックス 本日合計 29,000円

累　　計 673,000円

◇

ニコニコボックス

卓　　話
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（今週の担当：有薗　良太）
（カメラ担当：久富　洋一）

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

卓話予定者
つくも苑　理事長　西　　司様

２．司法改革
いわゆる｢三大改革｣…これ以外にも様々
な制度改革が
①法科大学院（ロースクール）
②法テラス（日本司法支援センター）
③裁判員裁判（平成21年開始）

３．なぜ、最近、弁護士や司法書士のCM
（過払い金返還）が増えたか？
もともとは、弁護士は原則として広告禁
止→平成12年に広告が原則自由化。ただ、
大々的なCM等が流されるようになったの
は、ここ数年のこと。

〈いわゆる過払いバブルについて〉
利息制限法に関する最高裁判例の確立

→払い過ぎた利息を充当計算して、過払
い金を取り戻すという法的手続きが一般
化。一部の弁護士・司法書士において、収
入の｢ドル箱｣に。一種のバブル現象。この
ような業務に｢特化｣していく法律事務所も
登場するが、現在では、完全に下火となり
バブルが終焉。

４．弁護士の激増
｢旧司法試験｣→｢ロースクール＆新司法試
験｣へ

◎旧司法試験…約半年をかけて司法試験（短
答、論文、口述）に合格（学歴不問、受験
回数・年齢の制限なし）→ 2年間の司法修
習（有給）→ 判事補（裁判官）、検事、弁
護士に。
◎新司法試験…法科大学院（全国に74校）に
入学→2年または3年間の修業→新司法試
験に合格（年齢の制限はないが、最大5年
間で3回までしか受験できない）→1年間
の司法修習（無給）→判事補（裁判官）、検
事、弁護士に。
※以前よりも5倍くらいの新人弁護士が毎
年、登録をすることになる（今後、弁護士
が激増する可能性）。

５．弁護士の大増員による社会や経済（企業

経営等）に対する影響

◎メリット
蘆弁護士へのアクセスが容易に（いわゆる
｢弁護士の敷居」が低くなる）。
蘆自由競争による弁護士報酬の低額化（？）
ｃｆ．報酬規程の廃止（2004）。

◎デメリット
蘆弁護士としての能力、スキル、モラルな
どの低下の可能性という意見も。
蘆他の士業の職域への進出。
蘆アメリカほどではないとしても「訴訟社
会」化する可能性（メリットの側面もあ
る）→企業経営におけるコンプライアン
ス（サービス残業、セクハラ・パワハラ、
雇用における男女差別等の労働問題、Ｐ
Ｌ問題、インサイダー取引）に関する対
策・配慮が、より重要になってくるもの
と予想される。
また、日常生活における法律問題（交
通事故、貸金、離婚、相続、医療過誤等）
についても、法的な争いになる局面が増
えてくる可能性あり。


